
妊娠したら
※費用について、記載があるもの以外は無料です。

問合せ先が、ネウボラ推進課となっているものは、次の窓口でも問合せに応じることができます。
健康推進課　　　☎928-3421　　　দӬ保健福祉課　☎930-0414
๺部保健福祉課　☎976-1231　　　౦部保健福祉課　☎940-2567
神ล保健福祉課　☎962-5055

妊৷͞Εたかた΁

親子健康手ா（母子健康手ா）の交付

医療機関で妊娠が確定し、医師から親子健康手
帳（母子健康手帳）の交付を指ࣔされた方は、医
療機関で「妊娠届出書」を受け取り、交付場所に
提出してください。妊産婦、乳幼児の健康状ଶ
の記࿥と保健・育児に関する情報を記載した親
子健康手帳（母子健康手帳）を交付します。
※�交付場所：福山ネウボラ相談窓口「あのね」
13か所
※予約制を実施しています。

内容 　�健康診査・育児・予防接種の
記࿥など

対象 　�妊娠された人
問合せ先 　�ネウボラ推進課　☎928-1252

�妊৷支援金・子育て支援金

妊婦の身体的・精神的・経済的負担を軽減し、

�妊婦健康診査

医療機関で、妊娠期に健康診査等が受けられます。
※助成額を超えた金額は自己負担
◎�妊婦一般健康診査補助券（14ຕ）
　※�多胎妊婦は5回を上限に௥加
◎子ٶᰍがん検診受診券（1ຕ）
◎クラミジア検査受診券（1ຕ）
◎�妊婦一般健康診査検査券（1ຕ）
◎妊婦歯科健康診査受診票（1ຕ）

妊娠期から出産・子育て期まで安心して過ご
せるよう、①妊娠支援金②子育て支援金を支
給します。

内容 　�①妊婦1人につき5万円
②こども1人につき5万円

ਃ੥期間 　�①胎児の心ഥが確認された
　日から2年間
②出産予定日の8週間前の日
　から2年間

問合せ先 　�ネウボラ推進課　☎928-1162
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�産前面談

妊娠後期の妊婦を対象に、安心して出産を迎
えられるよう、面談を行います。
※予約制を実施しています。

対象 　�妊娠28週（8か月）以降の妊
婦や家族

内容 　�出産に向けての準備、産後の生活など
場所 　�ネウボラ相談窓口「あのね」
持ち物 　�親子健康手帳（母子健康手

帳）、あのね手帳
問合せ先 　�ネウボラ推進課　☎928-1252

�RSウイルス感染症予防接種

妊婦が接種することで、生まれてくる赤ちゃ
んにおけるRSウイルスを原因とする下気道
疾患の予防ができます。

対象 　�妊娠28週から37週に至るま
での妊婦

費用 　�無料
場所 　�実施協力医療機関
持ち物 　�親子健康手帳（母子健康手帳）
問合せ先 　�保健予防課　☎928-1127

�初回産科受診料支援事業

低所得の妊婦の経済的負担の軽減のため、妊
娠届出書を提出する前の初回妊娠判定受診に
かかる費用（保険診療の場合は対象外）を助成
します。また、安心して妊娠期を過ごせるよ
う、関係機関と連携しながら支援します。

対象 　�市民税非課税世帯または同等
の所得水準世帯に属する方

助成額 　�1回の妊娠につき、1万円まで
問合せ先 　�ネウボラ推進課　☎928-1252

�風しん抗体検査事業

妊婦の同居者や妊娠を希望する女性とその同
居者などを対象に風しん抗体検査を行います。

場所 　�実施医療機関
問合せ先 　�保健予防課　☎928-1127

�夢みるパパとママの会

赤ちゃんとの出会いを夢みるパパやママを対
象に助産師や保健師等による講座を開きます。
出産や産後について情報交換ができます。
問合せ先 　�ふくやま子育て応援センター

「キッズコム」（25ページ）

場所 　�医療機関
持ち物 　�親子健康手帳（母子健康手

帳）、親子健康手帳別冊
問合せ先 　�ネウボラ推進課　☎928-1252
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�すこやか育児サポート事業

産婦人科医からの紹介により、保健師が家庭
訪問などで相談や保健指導を行います。

内容 　�出産や子育てに関する相談
対象 　�出産や子育てに不安がある

妊婦のうち紹介に同意した
人

問合せ先 　�ネウボラ推進課　☎928-1252

�産前・産後サポート事業

子育て支援ボランティアが定期的に家庭を訪
問し、身近な相談相手となります。

内容 　�子育ての相談や情報提供
対象 　�妊婦及び産後1年未満の産婦
問合せ先 　�ネウボラ推進課　☎928-1252

�産前産後期間の国民年金保
険料免除

国民年金第1号被保険者について、出産予定
月（又は出産月）の前月から4か月分（多胎妊
娠の場合は3か月前から6か月分）の国民年金
保険料の免除申請ができます。
問合せ先 　�保険年金課　☎928-1052

�産前産後期間の国民健康保
険税の減額

出産を予定している（出産した）国民健康保険
被保険者の保険税について、出産予定月（又は
出産月）の前月から4か月分（多胎妊娠の場合
は3か月前から6か月分）の期間の所得割額と
均等割額が、届出により減額されます。
問合せ先 　�保険年金課　☎928-1055

�妊産婦訪問指導

保健師などが妊産婦の家庭に訪問し、妊娠中
から産後のことなどについて相談に応じま
す。

内容 　�妊娠中から産後の生活に関
する相談

問合せ先 　�ネウボラ推進課　☎928-1252

�広島県思いやり駐車場利用
証交付制度

妊娠7か月から産後2年（多胎児の場合は3年）の妊
産婦が思いやり駐車場を利用することができる
制度です。ただし、出産後は2歳以下（多胎児の場
合は3歳以下）の乳幼児と同伴の場合に限ります。
利用するためには、事前に申請手続が必要です。
問合せ先 　�ネウボラ推進課　☎928-1162

※�制度全般の問合せについては、福祉総務課
☎928-1045
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